
亀山市告示第５８号 

亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱（平成２１年亀山市告示第３５号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

区分 額 

［略］ ［略］ 

２回目から５回目まで、

７回目及び９回目 

５，１８０円 

６回目 １７，８３０

円 

８回目 ７，６１０円 

１０回目及び１２回目か

ら１４回目まで 

５，０８０円 

１１回目 １３，２７０

円 
 

区分 額 

［略］ ［略］ 

２回目から５回目まで、

７回目及び９回目 

５，１６０円 

６回目 １７，８７０

円 

８回目 ７，５９０円 

１０回目及び１２回目か

ら１４回目まで 

５，０６０円 

１１回目 １３，２２０

円 
 

  

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に県外の医療機関

等において妊婦一般健康診査を受診した者に交付する助成金の額について適用し、同



日前に県外の医療機関等において妊婦一般健康診査を受診した者に交付する助成金の

額については、なお従前の例による。 


